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1 募集の趣旨 

宝塚市の放課後児童クラブは、現在、市内２３小学校区において、公設公営の地域児童育

成会２３施設と民設民営の民間放課後児童クラブ２1 施設を開設している。 

近年、共働き世帯の増加に伴い保育需要が急増し、放課後児童クラブの利用申込者につい

ても増加しており、これまでも民間放課後児童クラブの新規開設により、定員拡大を図って

きたが、現状においても待機児童解消には至っていない。施設が不足していることから、定

員を超えている又は超えることが予測される地域を対象に、市の補助を受けて民間放課後

児童クラブの整備、運営を行う事業者（以下「事業者」という。）を広く公募する。 

 

2 注意事項 

宝塚市の補助を受けるにあたっては、「子ども・子育て支援新制度」「放課後児童クラブ運

営指針」に基づき、公設公営の地域児童育成会と同等程度の保育水準を確保するため、民間

放課後児童クラブの施設整備や運営について、「宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例」を遵守するとともに、「宝塚市立地域児童育成会条例」及

び「宝塚市立地域児童育成会条例施行規則」に準じて事業実施や計画等を作成すること。た

だし、開所時間については、宝塚市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱第 3 条第 1 項

第 7 号に定めるところによるものとする。 

 

3 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の概要 

（１） 事業の目的 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、児童福祉法第６条の３第２項

の規定に基づき、保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない児童を対象に、家庭

機能の補充を兼ね、生活支援を行い、児童の健全育成を図る。 

（２） 事業の内容 

児童の健康と安全に配慮しつつ健全育成と福祉向上を図るため、放課後において

次に掲げることを行う。 

ア 自主的な学習の促進による自学自習の精神及び生活態度のかん養に関すること。 

イ 異年齢集団活動による仲間づくりの推進に関すること。 

ウ その他、児童の興味関心の発揚と情操の高揚に関すること。 

（３） 対象児童及び定員 

対象は、宝塚市内に在住し、小学校に就学する１年生から６年生までとし、その

保護者が就労などの理由により昼間家庭にいない児童とする。 

定員は、25 人以上とする。 

（４） 募集数及び地域 

ア 募集数 

「イ 募集地域」①～③のうち１支援 

※審査の結果により、選定なしとなる場合がある。 
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※上記のほか、審査結果に基づき、基準点を満たした事業者について候補事業者 

として順位付けを行う場合があります。 

選定事業者の辞退その他の理由により欠員が生じた場合又は追加で支援単位 

を選定する必要が生じた場合には、当該順位に基づき、候補事業者の中から繰 

上げて選定する場合があります。 

 

イ 募集地域 

放課後児童クラブ利用者の増加等により待機児童が多く見込まれる下記の地域 

 

① 長尾小学校区 

令和 8 年 4 月 1 日時点で待機児童は発生していないが、校区内の民間放課後

児童クラブが令和８年度で閉鎖するため、50人程度の待機児童が見込まれる。 

② 宝塚小学校区 

令和 8 年 4 月 1 日時点で、26 人の待機児童が発生しており、低学年も多数

待機となっている。 

③ 売布小学校区 

令和 8 年 4 月 1 日時点で、18 人の待機児童が発生しており、低学年も多数

待機となっている。 

 

（５） 開設時期 

令和 8 年度（2026 年度）中の開設が望ましい。 

令和 9 年（2027 年）4 月 1 日を開設期限とする。（厳守） 

 

4 応募要件等 

（１） 応募対象者 

次号の応募資格を全て満たす法人 

（２） 応募資格 

ア 民間放課後児童クラブの運営を希望する者で、かつ、次の要件を満たす者 

(ア) 事業の運営主体が、営利を目的としない法人であること 

(イ) 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法等を熟知し、放課後児童健全育

成事業に熱意と理解を持ち、保育の質の向上を常に視野に入れながら、民間放課

後児童クラブの運営を適切に行う能力を有すること 

(ウ) 宝塚市の放課後児童クラブをよく理解し、積極的に協力すること 

(エ) 資金計画及び事業計画が適正であること 

(オ) 直近の会計年度において、3 期以上連続して純損失を計上していないこと。ただ

し、新設の法人については、事業計画、収支計画その他の資料により継続的かつ

安定的な運営が見込まれる場合は、この限りでない。 

(カ) 過去 3 年間（過去 3 年間実施されていない場合は直近）に実施された自治体等の

指導監査等で文書指摘を受けていないこと 
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※ただし、文書指摘を受けていた場合でも適正な改善報告がされており、同様の

指摘を複数回受けていないなど、今後適正に法人運営、施設運営がなされる見込

みであると認められる際には対象とする 

(キ) 民間放課後児童クラブの運営にあたって、不正又は不誠実な行為をする恐れがあ

ると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと 

イ 法人もしくは法人の代表者及び役員（それぞれ就任予定者を含む）が次の各号のい

ずれにも該当する者でないこと 

(ア) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている 

(イ) 国税又は地方税を滞納している 

(ウ) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に相当する者 

(エ) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、宝塚市における一般競争

入札の参加を制限されている者 

(オ) 宝塚市の市議会議員が地方自治法第９２条の２に規定する役員等に相当する者

（宝塚市の市議会議員が当該団体の無限責任社員、取締役、執行役、監査役もし

くはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人である場合） 

(カ) 市長又は副市長が地方自治法第１４２条に規定する役員等に相当する者（市長又

は副市長が当該団体の無限責任社員、取締役、執行役、監査役もしくはこれらに

準ずべき者、支配人又は清算人である場合（当該団体に対して宝塚市が資本金、

基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資している場合を除く）） 

(キ) 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年宝塚市条例第５０号）第２

条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員もしくは同条第

３号に規定する暴力団密接関係者 

ウ 事業実施施設の確保が確実に見込まれること 

土地・建物の取得又は賃借を予定している場合は、応募時点で取得又は賃借が確

実に見込まれる根拠として賃貸借確約書等を提出すること 

ただし、応募受付期間に提出できない場合は、宝塚市の補助を受けて整備等を行

う民間放課後児童クラブ候補事業者及び施設（以下「補助対象候補事業者及び施設」

という。）の選定通知日から３０日以内に提出すること 

エ 財務内容が適正であること 

（３） 欠格事項 

ア 応募者が次の要件に該当する場合は、選定審査の対象から除外する。 

(ア) 当募集要項に定める応募資格や条件等に反する内容で応募した場合 

(イ) 応募者及び応募者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求

を行った場合 

(ウ) 応募書類に虚偽の記載があった場合 

(エ) その他不正な行為があった場合 
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5 選考方法等 

（１） 補助対象候補事業者及び施設の選定 

宝塚市民間放課後児童健全育成事業実施法人等審査会（以下「審査会」という。）

において書類審査、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、補助対象候

補事業者及び施設を選定する。プレゼンテーション及びヒアリングの実施日時等に

ついては、受付後に応募者へ追って連絡する。また、審査会での審査にあたり、宝

塚市が応募者へ質問する場合がある。 

（２） 補助対象事業者及び施設の決定 

審査会において補助対象候補事業者及び施設の選定後、宝塚市の補助を受けて民

間放課後児童クラブの整備等を行う民間放課後児童クラブ事業者及び施設（以下「補

助対象事業者及び施設」という。）として宝塚市が決定する。 

なお、応募受付期間に事業実施施設の確保が見込まれる根拠資料（賃貸借確約書

等）・地元住民等説明資料の提出が未だであった場合、その提出を待って決定する。

ただし、補助対象候補事業者及び施設に選定した通知日から３０日以内に提出がな

かった場合、当該補助対象候補事業者及び施設の選定から取り消す。 

（３） 選定に係る審査項目 

№ 項目 配点 

1 基本理念（応募動機について） １０ 

2 運営方針について １０ 

3 施設計画について ２０ 

4 保育内容について １０ 

5 安全・衛生管理について ２０ 

6 職員の配置（研修）計画について ２０ 

7 他の関係機関との連携について １０ 

8 資金計画・資産状況等について １０ 

9 法人事業実施状況等について ２０ 

10 プレゼンテーション・ヒアリングについて ２０ 

計１５０点 

（点数は、審査員一人当たり） 

（４） 選考結果と公表 

選考結果は応募者に文書で通知する。電話等による審査結果や審査内容にかかる

問い合わせには応じない。審査の結果、該当なしとする場合がある。決定事業者の

法人名等については公表する。 

 

6 応募方法 

（１） 募集要項等書類配布 

ア 請求方法 
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「応募書類交付申請書」に必要事項を入力し、「１３ お問い合わせ先」に記載

のメールアドレスに添付のうえ送信してください。 

イ 配布期間 

令和 8 年 6 月 10 日（水）～令和 8 年 7 月 31 日（金） 

ウ 配布方法 

メールで請求いただいた方のメールアドレスに応募書類一式を送付する。 

（２） 質問受付 

ア 受付期間 

一次受付：令和 8 年 6 月 10 日（水）～令和 8 年 6 月 16 日（火） 

二次受付：令和 8 年 6 月 22 日（月）～令和 8 年 6 月 26 日（金） 

いずれの期間も最終日１７時まで 

イ 方法 

質問書を提出。提出先は募集要項等書類の配布請求先と同じ。 

ウ 回答 

一次受付分回答：令和８年 6 月 19 日（金） 

二次受付分回答：令和 8 年 6 月 29 日（月） 

質問内容（質問法人名は除く。）及び回答はホームページなどで公開する。 

（３） 応募受付 

ア 提出方法 

提出書類をすべてそろえて提出してください。提出書類については、「別紙 1 提

出書類一覧」を参照してください。 

イ 受付場所 

宝塚市役所 アフタースクール課 

※メール、郵送、ファクス等での受付は行いません。 

ウ 応募受付期間 

令和８年 7 月 1 日（水）～令和 8 年 7 月 31 日（金） 

（土・日曜日、祝日は除く。） 

エ 受付時間 

９：００～１７：００（１２：００~１２：４５は除く。） 

 

7 スケジュール 

令和 8 年 6 月 10 日～6 月 16 日 一次質問受付 

令和 8 年 6 月 22 日～6 月 26 日 二次質問受付 

令和 8 年 7 月 1 日～7 月 31 日 募集受付 

令和 8 年８月 審査会・選考 

令和 8 年９月 補助対象事業者及び施設の決定 

～令和 9 年 4 月 1 日 開設準備・利用者募集等→運営開始 
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応募書類提出 応募受付 審査会

選定

（補助対象候補事業

者及び施設）

決定

（補助対象事業者及び

施設）

補助対象事業者及

び施設

決定通知

応募書類提出 応募受付 審査会

選定

（補助対象候補事業

者及び施設）

通知送付

補助対象候補事業

者及び施設

選定通知

賃貸借確約書等

地元住民等説明資料
書類受付・確認

決定

（補助対象事業者及

び施設）

補助対象事業者及

び施設

決定通知

選考の流れ 

事業者 宝塚市 審査会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

＜通常＞ 

＜賃貸借確約書等を応募時に提出できない場合＞ 

※選定通知日から３０日以内に提出 
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8 提出資料及び提案内容 

（１） 提出資料は、別紙１提出書類一覧に掲げたとおりとする。 

（２） 提案内容等は、次の項目とする。（様式３） 

ア 応募した動機について 

応募した動機及び施設の特徴や工夫点、その他アピールポイントがあれば記載

してください。 

イ 民間放課後児童クラブの基本理念及び運営方針について 

ウ 保育内容について 

１日の流れや年間カリキュラム等を具体的に記載してください。 

エ 児童の健康管理について 

日々の児童の健康管理をどのように行うのか、アレルギーのある児童へどのよ

うに対応するのか等、具体的に記載してください。 

オ サービスの向上について 

保護者との信頼関係を築くための取組等について記載してください。 

カ 登所降所時の安全確保について 

学校から民間放課後児童クラブまでの安全確保（送迎含む）についてどのように

取り組むか具体的に提案してください。 

キ 運営体制について 

保育の実施体制について、組織体制や職員設置計画を具体的に記載してくださ

い。また職員の雇用、人材確保等に関する考え方を提案してください。 

ク 自主事業（通常保育以外の市規定外の事業）の予定について 

自主事業の予定がありましたら、その取組内容について具体的に記載してくだ

さい。 

ケ 事業実施施設について 

事業実施施設の選定理由、事業実施施設の確保の状況、防火及び防犯対策、避難

経路、事業実施施設へのアクセス（小学校からの徒歩時間等）を具体的に記載して

ください。 

 

9 民間放課後児童クラブ施設の設置等に関する条件 

（１） 施設の設置場所は、募集地域の小学校区内とすること。選定に際して必要な児童が

広く利用できるとともに、送迎において小学校の周辺や保護者のお迎え等の利便性

が高い場所等、その事業特性を十分考慮した上、将来的に継続した運営が可能とな

るようニーズが見込まれる場所とすること。 

（２） 事業者自らが所有又は賃貸する物件において運営を行うこと。ただし、賃貸物件の

所有者又は貸主が事業者の役員（役員の配偶者、親子、兄弟姉妹を含む。）、寄附者

等特別の関係にある場合には、賃料について近隣の同等程度の物件の賃料と比較し

て、同程度であると確認できること。 

（３） 放課後児童健全育成事業を３年間以上継続実施すること。 
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（４） 施設は事業者が確保するものとし、建物は事業者が令和８年度中に整備し、かつ令

和９年４月１日までに確実に開所するよう進めること。開所前のスケジュールは「事

業実施までのスケジュール（様式 5）」で示すこと。 

（５） 施設は、建築基準法の新耐震基準を満たしていること。施設が昭和５６年５月３１

日以前に建築確認を受けて着工している場合は、耐震調査を実施し問題が無いもの

又は耐震補強済みのものであること。 

（６） 建築基準法、消防法、その他関係法令の要件を遵守していること。 

ア 消防法について 

消防法第１７条の３の２の検査及び防火対象物使用開始届出に係る検査を受け

たことを証する書類の写しを添付すること。 

イ 建築基準法 

検査済証又は建築基準法に係る台帳（建築物）記載事項証明（検査済証交付年月

日が記載されているもの）を添付すること。 

※検査済証がない場合：「既存建築物の現況調査ガイドライン（第 4 版）」に則った

指定確認検査機関による適合状況調査の結果、適法に施工済みであることが確認

できる書類を添付すること。 

放課後児童健全育成事業のみならず、自主事業（通常保育以外の市規定外の事業）

の実施にあたって必要な手続き等が無いかについても明らかにすること。 

（７） 保育室、静養室、流し台、手洗い場、児童用トイレ、児童用ロッカーの設備を設ける

とともに、維持のために必要な施設、設備の修繕や保守点検を行うこと。 

（８） 保育室の面積は、児童１人につき、概ね１．６５㎡以上あること。 

（９） 保育室が静養室、トイレと区画されていること。 

（１０） 児童の保健衛生上必要な日照、採光及び換気等に十分配慮された建物であること。 

（１１） 消火器等の消防設備が設けられていること。また、防火・防犯の観点から、二方向

避難経路を確保できる施設が望ましい。 

（１２） 児童が避難することを想定した避難経路が確保され、かつ機能していることを確

認した書類を提出すること。 

（１３） 応募書類提出前に、施設の設置場所の管轄である消防署と、消防用設備等の設置

及び避難等の安全面について協議すること。問題がある場合は是正及び施設の変更

を検討すること。 

（１４） 地震時の大型家具等の転倒防止措置を講じる等、児童の安全確保の配慮がされて

いること。 

（１５） その他、宝塚市が制定する「宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例」における基準を満たすこと。 

（１６） 設置計画が周辺住民に理解されるよう、施設整備の計画や運営等（送迎時の安全

対策や渋滞対策も含む）について十分に検討し、応募までに周辺自治会長等に事前

説明を行い、意見を聴取すること（議事録等、周辺自治会長や地元住民等への説明

内容を示す書類を添付すること）。なお、集合住宅・テナントビル等にて事業を実施

する場合は、同階利用者の他、上下階利用者を対象に説明等を行うこと。ただし、

事業実施設備の確保が確実に見込まれる根拠資料（賃貸借確約書等）が応募受付期
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間に提出できない場合、地元住民等説明資料は補助対象候補事業者及び施設の選定

通知日から３０日以内での提出とすることができる。 

（１７） 土地や建築に関する関係法令等を満たし、必要な許認可が確実に得られる見込み

であるものとし、宝塚市又は関係機関等に確認の上、実現可能な改修計画書として

提出すること。 

（１８） 同一施設内で他の事業を複合的に行う場合、放課後児童健全育成事業を行う場所

と明確に区分けすること。 

 

10 民間放課後児童クラブの運営に関する条件 

（１） 民間放課後児童クラブの定員は、25 人以上とする。 

（２） 管理者及び職員配置 

ア 民間放課後児童クラブを管理する者（管理者）を配置すること 

イ 放課後児童支援員の数は、クラブごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、

補助員をもってこれに代えることができるが、その場合においても、開所時間を通

じて放課後児童支援員が１人以上配置されていなければならない。 

（３） 放課後児童支援員の資格要件 

以下のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法第２５２条

の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市の長が行う

研修を修了した者。（採用後１年以内に修了することを予定している者を含む。） 

ア 保育士、教諭、社会福祉士の資格を有する者 

イ 大学、大学院において社会福祉学、心理学等を専修・専攻した卒業者 

ウ 高等学校を卒業し、放課後児童健全育成事業に２年以上従事した者 

エ その他「宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例」第１０条第 3 項に該当する者 

（４） 開所日 

以下に掲げる日を除く開設する小学校区の地域児童育成会の開所日に準ずること。 

ア 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日 

イ 年末年始（１２月２９日～翌年１月４日） 

ウ お盆休み（８月１３日から日曜日を除く３日間） 

（５） 開所時間 

以下に掲げる地域児童育成会の開所時間に準ずること。 

ア ２月１日から１０月３１日までの期間 

(ア) 小学校の授業日 下校時から午後５時まで 

(イ) 小学校の休業日 午前８時３０分から午後５時まで 

イ １１月１日から翌年１月３１日まで 

(ア) 小学校の授業日 下校時から午後４時３０分まで 

(イ) 小学校の休業日 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

ウ 延長保育 最大午後７時まで（土曜日は無し） 

（６） 自主事業（通常保育以外の市規定外の事業） 
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多様な市民ニーズに応えるために、地域児童育成会では提供していない付加的サ

ービス（※）や放課後児童健全育成事業に含まれない多様な活動（※）については、

自主事業（事業者が独自に提供する通常保育以外の市規定外の事業）として提案を

可能とする。なお、自主事業は補助対象外だが、宝塚市と協議の上、別途費用徴収

は可能（後述の「１１ 補助金」内の「運営補助金の交付対象の時間帯について」

の項目の内容を留意の上、自主事業を実施すること）。 

また、放課後児童健全育成事業に含まれない塾やスポーツクラブ、習い事活動等

の自主事業を主たる目的とする内容では応募できないものとする。 

 

（７） その他 

ア 民間放課後児童クラブの入所募集及び入所決定は、宝塚市と協議の上、事業者が募

集し入所決定すること。募集のスケジュールや利用審査については地域児童育成

会に準ずること。 

イ 必要な医薬品、医療品を常備すること。また、医療機関との連携を図ること。 

ウ 保護者との交流を図り、保護者の意見を踏まえた民間放課後児童クラブの運営に

努めること。 

エ 学校・地域・行政等との連携を図ること。 

オ 支援員等の資質向上に向けて、職員研修を積極的に実施すること。 

カ 児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入するこ

と。特に送迎時にも対象となる保険に加入すること。 

キ 小学校からの民間放課後児童クラブまでの児童の送迎については、必要に応じて

安全を確保し実施すること。なお、１年生の入学当初の送迎については、校区内で

あっても徒歩送迎を行う等、安全の確保に特に配慮すること。 

ク 利用者の募集は事業者が主体となって行い、待機児童が少ない場合であっても魅

力的な自主事業の展開等で自律的に利用者の確保を行うこと。 

ケ 保育料は、宝塚市が定めた育成料と同額（減免制度あり）を事業者で徴収し運営経

費に充当すること。また、おやつ代についても事業者で徴収するが、運営経費と別

に会計を行うこと。 

コ 運営経費については、その一部を補助する。 

サ 原則として、宝塚市があらかじめ認めた費用以外の費用負担を保護者に求めない

※自主事業として挙げられる付加的サービス及び活動の例 

 ◆地域児童育成会では提供していない付加的サービス 

  １９時以降の延長保育、日曜日等の開所、自宅等への送迎等 

 ◆放課後児童健全育成事業に含まれない多様な活動 

  英会話・ダンスなどの習い事活動等 

 ◆その他 

  長期休業期間中の昼食の提供                など 
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こと。ただし、自主事業（通常保育以外の市規定外の事業）の保護者負担は、この

限りではない。 

シ 個人情報の取り扱いは、個人情報保護法に基づくものとし、また、民間放課後児童

クラブを運営するうえで知り得た内容等は守秘義務を守ること。 

ス 「宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」、

「宝塚市立地域児童育成会条例」、「宝塚市立地域児童育成会条例施行規則」、「宝塚

市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱」その他関係規程及び地域児童育成会

の運営内容については、公募時点における内容であり、今後の改正等に伴い変更と

なる場合があるため、事業者は市の求めに応じて運営内容を変更すること。 

（８） 施設等の転用について 

開設準備補助金、運営補助金を受けた事業者は、施設等を民間放課後児童クラブ

の目的外に使用しないこと。ただし、市規定外の時間かつ民間放課後児童クラブの

運営に支障がない場合は、この限りではない。 

（９） 放課後児童健全育成事業が困難になった場合の措置について 

ア 放課後児童健全育成事業の継続については「９ 民間放課後児童クラブ施設の設

置等に関する条件」（３）で定めているが、放課後児童クラブの待機児童が著しく

減少し、（７）クに努めたが利用児童数が低迷した場合等でやむを得ないと市長が

認めた場合は、この限りではない。 

イ 事業者は、事業の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合には、速や

かに宝塚市に報告しなければならない。 

ウ 事業者の責めに帰すべき事由により適正な事業運営が困難となった場合又はその

おそれがあると認められる場合は、宝塚市は、事業者に対して改善勧告を行い、期

間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、事業

者が当該期間内に改善することができなかったときは、宝塚市は、事業者の補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

エ 事業者が宝塚市の指示に従わないときや、事業者の財政状況が著しく悪化する等、

事業の継続が困難と認められる場合は、宝塚市は、事業者の補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

オ 前記ウ又はエにより事業者の補助金交付決定が取消され、宝塚市に事業者の債務

不履行による損害が生じた場合には、事業者が賠償の責めを負うこととする。 

カ 宝塚市又は事業者の責めに帰すことができない事由により事業の継続が困難とな

った場合には、宝塚市と事業者は、放課後児童健全育成事業継続の可否について協

議することとする。 

 

11 補助金 

（１） 補助金の概要 

民間放課後児童クラブ運営支援事業に係る補助金は、以下のとおりである。 

ア 民間放課後児童クラブ開設準備補助金 

民間放課後児童クラブの開設準備に係る施設整備、備品整備等に関する補助金 
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イ 民間放課後児童クラブ運営補助金 

民間放課後児童クラブの運営に関する補助金 

※上記補助金の金額については、今後の子ども・子育て支援交付金（こども家

庭庁）改定や宝塚市の予算状況等により金額が変更となる場合があるため、

留意すること。 

※イの民間放課後児童クラブ運営補助金は、放課後児童健全育成事業にかかる

部分に交付する（前述の自主事業にかかる経費は補助対象外）。 

（２） 補助金の対象者 

補助対象事業者として決定された法人 

（３） 補助金の詳細 

ア 民間放課後児童クラブ開設準備補助金 

(ア) 補助基準額 

区    分   基準額     補助対象となる経費 

開設準備補助  

 

予算の範囲内で市と

協議して定めた額 

建物整備費、備品整備費、礼金等開設

に必要な経費 

 ※補助基準額の上限は子ども・子育て支援交付金の放課後児童クラブ設置促進事 

業に該当するもので 5,900,000 円とする。 

 ※児童一人当たり専用スペースを概ね１．６５㎡確保すること。なお、児童一人当 

たりの専用スペースとは、共有スペースを除く、放課後児童健全育成事業実施の 

ための専用スペースを定員数で除した面積とする。 

(イ) 建物整備、備品整備補助等における注意事項 

① 補助金交付決定前に契約又は実施している施設の改修や、備品の購入費用、修

繕費用等については補助の対象とはならない。 

② 施設改修において、事前協議をしていない場合は、補助金の交付はできない。 

③ 宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例で

定める基準に該当しない施設においては、補助金の交付はできない。 
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イ 民間放課後児童クラブ運営補助金 

(ア) 補助基準額 

補助区分 補助対象経費 基準額 

 

 

 

 

運

営

補

助 

費 

   

基本補助 人件費（報酬、給料、職員手当等、社会

保険料、賃金及び通勤旅費）、消耗品費、

光熱水費、事務費（役務費、使用料、賃

借料、原材料費等）その他事業に必要な

経費（市長と事前に協議したものに限

る。）  

※上記、賃借料には建物賃借料は除く。 

年間平均入所児童数 

ア 40 人以下 

10,981,000 円 

イ 41 人～50 人 

12,313,000 円 

ウ 51 人～70 人 

14,913,000 円 

建物賃借及び原状

回復 

建物賃借料、建物の原状回復に係る経

費 

予算の範囲内で市と協議

して定めた額 

障がい児受入加算 障がい児の受入れに必要な経費 2,059,000 円 

バス等児童送迎支

援加算 

バス等による児童の送迎に必要な経費 予算の範囲内で市と協議

して定めた額 

処遇改善費 

（月額 9,000 円相

当の賃金改善） 

「子ども・子育て支援交付金交付要綱」

に準ずる。 

※1 支援の単位当たり月額最大は

33,000 円とする。 

 

396,000 円 

 

 ※補助基準額の上限は、建物賃借料、建物の原状回復に係る経費については 

3,000,000 円、バス等児童送迎支援加算については 581,000 円とする。 

※補助金額は補助基準額と補助対象となる経費のうちいずれか低い金額から、保 

育料を控除した金額とする。 

 ※補助金支出の流れは、予定年間平均児童数に応じて補助額を算出し、2 回に分け 

て概算払いにより交付する。 

 ※補助額は、補助基準額に見直しがあれば変動することがある。また、10 人未満 

の利用児童数となる補助対象事業者及び施設の補助金支給については、所管省 

庁の長との事前協議成立が前提となるため、補助金の交付の取りやめまたは減 

額される場合があることを留意すること。 

(イ) 運営補助金の交付対象の時間帯について 

小学校の授業日と休業日における交付対象の時間帯は下記のとおりである。自

主事業を実施する場合は、補助対象時間外に行うこと。 

 

＜小学校の授業日＞ 

 放課後 

14：00～               19：00 

民間放課後 

児童クラブ 

  

 
１４時～１９時 

補助対象 
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 ※放課後の１４時は平均的な開所時間を記載。給食の無い日等状況によって開所 

時間を前後させる必要あり。 

  

 ＜小学校の休業日（日曜・祝日・お盆休み及び年末年始を除く＞ 

 
  8：30～               19：00 

                 （土曜日は 17：00） 

民間放課後 

児童クラブ 

  

 

  

(ウ) 運営補助における注意事項 

① 事業開始時には、児童福祉法第３４条の８第２項に基づき、児童福祉法施行規

則第３６条の３２の２の各号に掲げられる事項その他の必要な事項について

届け出を行うこと。 

② 年度当初に交付決定された基準額の基礎となる児童の数や開所日数等につい

ては、年平均の実際の児童の数や実際の開所日数等の実績が下回った場合、補

助金の返還が生じる場合がある。 

③ 補助金の交付申請は、予定年間平均児童数で提出すること。 

④ 補助金の交付については、毎年度決定する。 

 

（４） 補助金交付における注意事項（共通事項） 

ア 収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業

等完了後の翌年から 5 年間保存保管しておくこと。 

イ 補助金交付に係る書類等の提出は遅滞なく行うこと。 

ウ 補助金交付の該当事項に対して監査を受けること（随時現地調査を行う場合もあ

り）。 

エ 補助事業に関する重要事項について宝塚市の意見が反映される仕組みになってい

ること。 

オ 各法人（社会福祉法人以外の法人を含む）の行う入札契約については、「社会福祉

法人における入札等の取扱いについて」（平成 29 年 3 月 29 日雇児総発 0329 第１

号・社援基発 0329 第１号・障企発 0329 第１号・老高発 0329 第３号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健

福祉部企画課長、老健局高齢者支援課長連名通知）に準じた方法で入札を行うこと

等各種条件がある。 

カ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、該当消費税仕入控除税額の全部又

は一部を返還しなければならない。 

８時３０分～１９時 

（土曜日は～１７時） 

補助対象 
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キ 民間放課後児童クラブ開設準備補助金は整備完了後、実績払いとする。民間放課後

児童クラブ運営補助金は年度終了後、年間平均児童数実績等に応じて補助金の確

定を行い、精算を行う。なお、補助金交付済額と補助金確定額を比較し、補助金交

付済額が補助金確定額を上回る場合は、その差額を返還しなければならない。 

ク 補助事業実施において申請等に虚偽があった場合は、補助金は全額返還しなけれ

ばならない。 

 

（５） 開設準備補助金交付申請手続きのフロー 

ア 提出書類 

(ア) 事前協議及び交付申請時 

・放課後児童健全育成事業実施に係る事前協議書 

・宝塚市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書 

・法人の定款、寄付行為、団体の規約等 

・事業の収支予算書 

・事業計画書 

・施設概要と位置図（小学校からの経路がわかるもの）、平面図等 

・保育方針、安全対策指針、運営に係る方針やマニュアル等 

・年間事業計画（行事計画） 

・募集要項や募集案内チラシ等 

・放課後児童支援員の配置計画、確保策、研修計画等 

・その他市長が必要と認める書類 

(イ) 実績報告書 

・放課後児童健全育成事業実績報告書（補助金） 

・事業報告書 

・収支決算書 

・見積書、領収書の写し 

・整備する施設に係る建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項 

の検査済証の写し 

・整備する施設に係る建築基準法第８７条第１項において読み替えて準用する 

同法第７条第１項の規定による工事完了の届出をしたことを証する書類の写 

し（整備する施設が用途の変更を伴う場合に限る） 

・消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の３の２の検査及び防火対象 

物使用開始届出に係る検査を受けたことを証する書類の写し 

事

前

協
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交
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・その他市長が必要と認める書類 

12 その他 

（１） 決定事業者は、本募集要項に記載した諸条件を遵守する他、施設の整備及び民間放

課後児童クラブ運営にあたっては関係法令を遵守することはもとより、宝塚市の指

導に応じること。 

（２） 決定事業者は、近隣住民との連携、調整を十分に行うこと。施設の改修等を行う前

に、決定事業者の責任において、近隣住民（特に隣接敷地の住民、自治会等）及び

関係者に説明を行い、事業の趣旨に関して理解を得るように努めること。また、改

修工事のスケジュールや工事車両の通行等についても十分に説明を行うこと。 

（３） 施設の改修等に係る諸手続きは、決定業者が行うこと。 

（４） 決定事業者は、防火対象物使用開始届出書を事業開始の７日前までに消防長または

消防署長に届出し、消防の検査を受けること。 

（５） 審査会による選考前及び事業開始前において、宝塚市が必要と認める場合に現地確

認等を実施することがある。 

（６） 事業計画の変更は原則として認めない。ただし、事前協議を行った上、真にやむを

得ない理由があると認められる場合に限り、変更を認めるものとする。特に令和 9

年４月１日までの開所については厳守するものとし、事業者の責によらない理由を

除き原則として延期は認めない。 

（７） 宝塚市は、決定事業者において、以下の場合、その決定を取り消すことができる。

この場合、事業者はすでに要した費用の弁済を求めることはできない。 

ア 本募集要項に記載された事項について重大な違背行為があったと認めるとき。 

イ 当初予定していた施設等の確保が困難になる等計画内容に大幅な変更が生じたと

き。 

ウ 予定していたスケジュールから大幅な遅れが生じたとき、あるいは事業実施の目

処が立たなくなったとき。 

エ その他の事情により、適切な民間放課後児童クラブの運営が困難と認めるとき。 

（８） 事業者決定後、事業実施を取りやめる場合は、必ず事前に協議の上、速やかに辞退

届を提出すること。 

（９） 応募のために支出した費用等（補助対象候補事業者及び施設の選定通知日から３０

日以内に賃貸借確約書等や地元住民等説明資料の提出が無かった場合に当該補助対

象候補事業者及び施設を選定から取り消した場合に生じた損害含む）については、

宝塚市は補償しないものとする。 

（１０） 提出書類は、公文書公開請求があった場合、宝塚市情報公開条例に基づき公開す

ることがある（非公開情報を除く）。 

（１１） 応募にあたり質問がある場合は、「（様式 A）質問書」に記入の上、「１３ お問

い合わせ先」まで電子メールにて提出すること（提出は応募者が直接行うこと。コ

ンサルタント等からの提出は不可とする）。ただし、審査内容や評価項目等に関す

る質問については回答できない。なお、質問内容及び回答は、宝塚市が必要と判断

した場合は、質問された応募者以外の応募者への周知等として、宝塚市ホームペー
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ジに掲載することがある。また、質問への回答内容については、本募集要項の追加

または修正事項とする。 

（１２） 応募期間中に応募者への連絡事項が生じた場合は、宝塚市ホームページに掲載す

ることがあるので、定期的に確認すること。宝塚市ホームページの掲載内容を確認

しないことによる不利益については、一切責任を負わない。 

（１３） 運営開始後、宝塚市において設備及び運営、補助金等に関して定期的に実地調査

を行うので、対応すること。 

 

13 お問い合わせ先 

〇公募及び放課後児童健全育成事業について 

宝塚市 子ども未来部 アフタースクール課（市役所本庁舎３階） 

電 話：0797-77-2030 

F A X：0797-77-2800 

E メール：m-takarazuka0055@city.takarazuka.lg.jp 

 

  〇消防法その他消防に関することについて 

   宝塚市消防本部 予防課 

   住所 宝塚市伊孑志 3 丁目１４番６１号 

   電話：0797-73-1953 

 

〇建築物の情報について 

宝塚市 都市整備部 建築指導課（市役所本庁舎 3 階） 

窓口システム（自動交付機）で交付・閲覧が可能 

 

 

mailto:m-takarazuka0055@city.takarazuka.lg.jp

